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１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
四
・
総
合
防

災
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
秋
田
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
六
・
秘
書
課
）
…
…
１

◯
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
七
・
人
事

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
の
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
五
八
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
五
九
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
〇
・

水
産
漁
港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

告
　
示

◯
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
実
施
（
四
七
八
・
総
合
防
災
課
）
…
…
…
２

議
会
告
示

◯
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
秋
田
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
四
・
政
務
調
査
課
）
…
…
…
２

秋
田
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
号
）
第
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
災
害

救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
秋
田
県
規
則
第

五
十
四
号
）
を
平
成
十
九
年
九
月
十
九
日
に
次
の
と
お
り
掲
示
し
た
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
（一）
（２）
中
「
既
存
建
物
」
を
「
の
既
存
の
建
物
」
に
、

「
適
当
な
建
物
を
得
難
い
」
を
「
の
建
物
の
利
用
が
困
難
な
」
に
、
「
の
設

営
に
よ
り
実
施
す
る
」
を
「
を
設
営
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
号
（一）

（３）
中
「
避
難
所
設
置
の
た
め
支
出
で
き
る
」
を
「
避
難
所
の
設
置
の
た
め
に

支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
、
「
福
祉
避
難
所
」
を
「
避
難
所
」
に
、

「
百
人
一
日
当
た
り
三
万
円
」
を
「
一
人
一
日
当
た
り
三
百
円
」
に
改
め
、

同
号
（一）
（４）
中
「
開
設
で
き
る
」
を
「
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、

同
号
（二）
（２）
中
「
支
出
で
き
る
」
を
「
に
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
、

「
二
百
三
十
四
万
二
千
円
」
を
「
二
百
三
十
二
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
号

（二）
（３）
中
「
支
出
で
き
る
」
を
「
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
号

（二）
（７）
中
「
供
与
で
き
る
期
間
は
、
」
を
「
供
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

は
、
当
該
応
急
仮
設
住
宅
の
」
に
、
「
第
八
十
五
条
第
四
項
に
よ
る
」
を

「
第
八
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号

（一）
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
又
は
船
舶
」
を
「
、
船
舶
」
に
、

「
き
損
し
」
を
「
損
傷
し
」
に
改
め
、
同
号
（三）
中
「
支
出
で
き
る
」
を
「
支

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
、
「
季
別
は
」
を
「
季
別
は
、
」
に
改
め
、
同

号
（三）
（１）
の
表
夏
季
の
項
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
三
〇
〇
円
」

に
、
「
二
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
三
二
、
六
〇

〇
円
」
を
「
三
二
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、

三
〇
〇
円
」
に
、
「
四
九
、
五
〇
〇
円
」
を
「
四
九
、
八
〇
〇
円
」
に
、

「
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
七
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
冬
季
の
項
中

「
二
八
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
八
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
三
六
、
七
〇
〇

円
」
を
「
三
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五
一
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
一
、
六

〇
〇
円
」
に
、
「
六
〇
、
一
〇
〇
円
」
を
「
六
〇
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
七

五
、
四
〇
〇
円
」
を
「
七
五
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
三
〇
〇
円
」
を

「
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
（三）
（２）
の
表
夏
季
の
項
中
「
七
、
五
〇

〇
円
」
を
「
七
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
四

〇
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一

七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
冬
季
の
項
中

「
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
九
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
九
〇
〇
円
」
を

「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
九
〇
〇

円
」
に
、
「
一
九
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
、

二
〇
〇
円
」
を
「
二
五
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
一
号
（一）
（１）
中
「
一
万
七
千
四
百
円
」
を
「
二
万
二
千
三
百

円
」
に
改
め
、
同
号
（一）
（２）
中
「
薬
剤
師
」
の
下
に
「
、
診
療
放
射
線
技
師
、

臨
床
検
査
技
師
、
臨
床
工
学
技
士
及
び
歯
科
衛
生
士
」
を
加
え
、
「
一
万
千

九
百
円
」
を
「
一
万
六
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
（一）
（３）
中
「
及
び
看
護

師
」
を
「
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
」
に
、
「
一
万
千
四
百
円
」
を
「
一
万

五
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
（一）
（５）
中
「
、
左
官
及
び
と
び
職
」
を
削
り
、

「
二
万
七
百
円
」
を
「
一
万
七
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
（一）
（５）
を
同
号
（一）

（６）
と
し
、
同
号
（一）
（４）
中
「
一
万
七
千
二
百
円
」
を
「
一
万
七
千
四
百
円
」
に

改
め
、
同
号
（一）
（４）
を
同
号
（一）
（５）
と
し
、
同
号
（一）
（３）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

（４）

救
急
救
命
士
　
一
人
一
日
当
た
り
一
万
五
千
二
百
円
以
内

別
表
第
二
第
一
号
（一）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（７）

左
官
　
一
人
一
日
当
た
り
一
万
六
千
二
百
円
以
内

（８）

と
び
職
　
一
人
一
日
当
た
り
一
万
四
千
四
百
円
以
内

別
表
第
二
第
一
号
（三）
中
「
（４）
」
を
「
（５）
」
に
、
「
及
び
（５）
」
を
「
、
（４）
及

び
（６）
か
ら
（８）
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
別
表
第
一
及
び
別

表
第
二
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
九
月
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
秋
田
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
五
十
六
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
秋
田
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
秋
田
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
五

号
」
に
、
「
証
券
取
引
所
」
を
「
金
融
商
品
取
引
所
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
五
十
七
号

秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
し
、
第

十
一
条
を
第
十
条
と
し
、
第
十
一
条
の
二
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条

を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
の
三
を
第
十
二
条
と
す
る
。

規
　
　
　
　
　
　
則
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２

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
の
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
五
十
八
号

単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
の
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
の
基
準
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田

県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員
の
給
与
）

第
二
十
二
条

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
職
員
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し

て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
の
給
料
に
算
出
率
（
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
な
か
つ
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
給
料
を
支
給
す

る
。

２

前
項
の
職
員
に
つ
い
て
の
第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
項
の
規
定
は
」
と
あ
る
の
は
「
職

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
号
）
第

十
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
四

項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
同
項
に
規
定
す
る
合

計
額
に
、
給
料
の
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
の
給
料
を
第
二
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
の
給
料
の
月
額
及
び
扶
養

手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、

そ
の
者
の
給
料
を
同
項
に
規
定
す
る
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
の
給
料
の

月
額
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
職
員
に
つ
い
て
の
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
二
条
第

三
項
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
に

お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
」
と
す

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
五
十
九
号

秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
秋
田
県
規
則
第
四
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十

七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
六
十
号

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
第
十
一
条
第
八
項
、
第
八
十
七
条
第
十
項
、
第
九
十

三
条
第
七
項
又
は
第
九
十
七
条
第
八
項
」
を
「
第
十
一
条
第
九
項
、
第
八
十

七
条
第
十
一
項
、
第
九
十
三
条
第
八
項
又
は
第
九
十
七
条
第
九
項
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
号
）
第
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
平
成
十
九
年
秋
田
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号
を
平
成
十
九
年
九
月
十
九
日

に
次
の
と
お
り
掲
示
し
た
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

平
成
十
九
年
九
月
十
七
日
発
生
の
台
風
十
一
号
及
び
前
線
に
よ
る
大
雨
に

か
か
る
災
害
に
関
し
、
九
月
十
七
日
か
ら
北
秋
田
市
の
区
域
に
お
い
て
災
害

救
助
法
に
よ
る
救
助
を
実
施
す
る
。

秋
田
県
議
会
告
示
第
四
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
秋
田
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
大
野
　
忠
右
エ
門

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
秋
田
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
秋
田
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す

る
規
程
（
平
成
七
年
秋
田
県
議
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
五

号
」
に
、
「
証
券
取
引
所
」
を
「
金
融
商
品
取
引
所
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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